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技能実習計画の認定の取消しの通知と改善命令を行いました

出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年９月６日付けで、岩永好明、西山和宏、三

郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下

記のとおりです。

記

＜技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容（詳細は別紙１から別紙５）＞

１ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者

（１）岩永好明（代表者 岩永 好明）

（２）西山和宏（代表者 西山 和宏）

（３）三郷フーズ株式会社（代表取締役 中井 裕）

２ 改善命令を行った実習実施者

（１）株式会社さわ（代表取締役 森永 良二）

（２）株式会社日立製作所（代表執行役 東原 敏昭）

３ 処分内容

［１（１）、（３）に対する処分内容］

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法

律第 89 号。以下「技能実習法」という。）第 16 条第１項第１号の規定に基づき令和

元年９月６日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

［１（２）に対する処分内容］

技能実習法第 16 条第１項第３号及び第７号の規定に基づき令和元年９月６日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。

［２（１）、（２）に対する処分内容］

技能実習法第 15 条第１項の規定に基づき令和元年９月６日をもって必要な措置

を講ずるよう改善命令を行ったこと。
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■別紙１ 技能実習計画の認定の取消しの内容（岩永好明）

■別紙２ 技能実習計画の認定の取消しの内容（西山和宏）

■別紙３ 技能実習計画の認定の取消しの内容（三郷フーズ株式会社）

■別紙４ 改善命令の内容（株式会社さわ）

■別紙５ 改善命令の内容（株式会社日立製作所）

■別紙６ 参照条文


